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インターネット時代の
正しいIR

インターネットをIR（投資家向けの広報）に活用する企業が増えてきた。時間や距離に関係なく、情報を広く伝え

る手段としてインターネットは最適だ。その一方で、企業に対するインターネット上のさまざまな風評やバッシ

ングも問題になっている。そういった情報で株価が乱高下する影響も出てきた。また米国では昨年、公平開示ル

ールが施行されて日本でも注目を集めている。このようにIRに対する関心が高まるなか、インターネットをIR

にどのように活用したらよいのか考えてみる。 米山徹幸（大和インベスター・リレーションズ）+編集部

インターネット時代のニューエコノミーを斬る！

企業価値を高める
広報活動
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オンライン投資家が不公平を訴える

昨 年 1 0 月 の 公 平 開 示 規 則

（Regulation FD、以下FD）の施行で大

ブレイクした米国の「インターネットライ

ブ中継ブーム」が、ここに来て日本に上

陸した。2万～2万5000人もの株主や投

資家が参加して視聴した米シスコシステ

ムズ社の「ウェブカンファレンス決算説明

会」は、いまや記念碑的なIRイベントと

なっている。日本企業も2001年3月決算

発表を機会に次々と「アナリスト、機関

投資家向け決算説明会」をインターネッ

トを経由してライブ中継した。その社数

は150を大きく超えそうだ。

そもそもIRとは、企業が「投資家に対

して業績や将来性に関する正確な姿を提

供する」ことだ。米国IR協議会は「企業

の資本コストを下げる効果がある」とも言

っている。経営者のプレゼンやパフォーマ

ンスを株主や投資家に見せることができる

ネット説明会は、最良のIRそのものだ。

米国でインターネットを利用したIRが

求められた背景には、オンライン投資家

の急増があった。米国の個人投資家のな

かで、オンライン投資家は大きな比率を

占めており、影響力を持っている。1996

年に160万口座だった米国のオンライン

証券の口座数は、インターネットの急速

な普及で1997年350万、1998年730

万、1999年1300万、2000年1900万

口座と伸張した。いまでは全世帯のほぼ

半数がインターネットに接続可能な環境

にあり、株式市場のリテール取引では3割

～4割がインターネット経由の取引となっ

ている。つまり、個人投資家のほぼ3人

に1人がオンライン投資家というわけだ。

こうした個人投資家が、企業情報の開示

対象を企業自身が選択してきた従来のIR

のやり方に疑問を持ち、「どの市場参加者

にも同じ投資環境を提供してほしい」と

いうことを訴えた。

そこで槍玉に挙がったのが「選択的開

示」である。これは、企業の将来の利益、

売り上げ予想といった株価に影響を与え

かねない重要情報が、SEC（米国証券取

引委員会）ファイリングやニュースリリー

スを通じて広く一般に開示される前に、

特定の証券アナリストや機関投資家だけ

に伝わる仕組みのことだ。アナリスト向け

電話会議も同様で、1998年ごろには「特

定者にだけ実施する電話会議は望ましく

ない」とSEC幹部も警告するほど盛んに

インターネット時代のIRは「ネット説明会」

個人投資家の望む
公平な情報開示が実現
個人投資家に対するIR（投資家向け広報）が重視されてきている。IRに積極的かどうかで企業

の評価が左右されることもある。このIR活動とインターネットのかかわりを語るうえで非常に重要

なのが、米国で昨年10月に大激論の末に施行された「公平開示規則」である。ここでは、IR先

進国である米国のケースを見ながらインターネット時代のIRを考えたい。 米山徹幸

リテール（Retail）：英語としての基本的な意味は「小売り」だが、個人相手の取引全体のことも意味する。ここでは、個人投資家のこと。

米国の公平開示規則レギュレーションFD
（Fair Disclosure）骨子

1.アナリスト、機関投資家など特定のプロへの選択
的開示を禁止。企業は同時にその情報を公開し
なければならない。

2.“うっかり（unintentionally）”漏らしてしまっ
た重要情報は、24時間以内に公開する。

3.ジャーナリスト、格付機関、通常のビジネスでの
情報のやり取りは、規制対象から免除。

4.経営幹部、IR担当者、また市場関係者や株主と
定期的に話す人達が規制の対象となる。

5.違反があった場合、この規制を根拠に訴訟を起こ
すことはできない

6.外国企業にこの規制は適用されない。

「ネット決算説明会」実施企業リスト（6月5日現在）

アドバンテスト（2224）、雪印乳業（2262）、
ローソン（2651）、高千穂交易（2676）、信
越化学（4063）、日本触媒（4114）、第一
製薬（4505）、中外製薬（4519）、エーザイ
（4523）、テルモ（4543）、フジテレビ
（4676）、ヤフー（4689）、オービックビジネ
スコンサルタント（4733）、インターネット総
合研究所（4741）、エステー化学（4951）、
三井金属鉱業（5706）、日本精工（6471）、
ミネベア（6479）、日立製作所（6501）、東
芝（6502）、沖電気工業（6703）、ソニー
（6758）、TDK（6762）、ニチダイ（6467）、
京セラ（6971）、トヨタ（7203）、エッチ・
ケー・エス（7219）、本田技研工業（7267）、
ヤマハ発動機（7272）、ショーワ（7274）、

ポプラ（7601）、オリンパス光学（7733）、
キャノン（7751）、リコー（7752）、エイベ
ックス（7860）、伊藤忠商事（8001）、東京
エレクトロン（8035）、日商岩井（8063）、
東急ストア（8197）、アイフル（8515）、
UFJホールディングス（8307）、リコーリー
ス（8566）、プロミス（8574）、オリックス
（8591）、アコム（8572）、三洋信販（8573）、
大和証券G本社（8601）、日興證券（8603）、
東レ（9005）、東京精密（9324）、NTTド
コモ（9437）、グローバルメディアオンライン
（9449）、インプレス（9479）、NTTデータ
（9613）、日立情報システムズ（9741）、ソ
フトバンク（9984）、スズケン（9987）。以
上57社

Profile

大和インベスター・リレーションズ（株）
業務推進部長

米山徹幸（よねやま・てつゆき）
1981年大和証券国際営業部入社。おもにロンドン、パ
リを中心に民営化や起債、M＆Aなど投資銀行業務に
従事。1999年から大和IRコンサルタント部長。
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開催された。かくして、投資家の守護者

たるSECは1999年12月、「重要な企業

情報に関する公平開示規則案」を発表

し、従来の情報開示に歯止めをかけた。

この案に対し、アナリストやメディア、

全米証券業協会までも公然と反対を表明

し、監督当局を巻き込んだ壮絶な議論の

あと、ようやく2000年8月10日にFDル

ールは決定された。SECにパブリックオ

ピニオンを投稿した大勢の個人投資家は

このルールこそ「スモールインベスターの

勝利だ」と拍手喝采し、米国の一般世論

は圧倒的な歓迎の意を示した。

ネット説明会がスタンダードに

FDの施行に伴って、SECは情報発信

の方法が進化して容易になっていることを

踏まえ、企業の重要情報を公表する具体

的モデルを提示した。まず、これまでどお

り業績などの情報をプレスリリースで開示

する。次にプレスリリースもしくはウェブ

サイトで電話会議の開催日時とアクセス

の方法を事前に公表する。そして電話会

議を「オープン形式」で開催し、関心が

あれば誰でも電話かインターネットで会議

に参加できるようにする、というものだ。

もちろんSECはデジタルデバイドによる

ハンデが一般投資家に生まれないように

「まずプレスリリースする」と釘を刺して

いる。しかし同時にこのことはインターネ

ットの特性を生かした「企業情報の株主、

投資家向けサイト」に、SECをはじめと
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の情報開示をあらためて見直す。

日本のインターネット人口は3200万人

とも言われ、オンライン投資家の口座数

は200万を超した。すでに東証のリテー

ル売買高の3割超をオンライン取引が占

めている。米国のオンライン投資家に近

い環境が生まれているのだ。だからこそ、

米国のように選択的開示の指摘を受ける

前に先手を打ってネット説明会を開催し、

公平な姿勢を示すのが日本企業の課題だ。

日本でのインターネットIRの転機は

1999年10月の手数料自由化だ。これに

伴ってオンライン証券が続々と誕生した

ころから、日本企業がホームページで発信

する企業情報も注目され始めた。通信や

証券、保険、電機など国際競争の合従連

衡の渦中にある業界のコンテンツは国際的

にも高い水準にある。しかし全体で見る

と、掲載内容は「財務情報」が82.9％

という水準は当然として、今でも「投資

家向け」を明示するホームページは

41.3％（2001年4月日本IR協議会調べ）

となっており、「株価情報」も34.8％に

とどまる。情報コンテンツの投資家指向

はまだまだのレベルと言える。

そのなかで「説明会」はまだ17％だが、

これからは「株価情報」とともに50％を

超える重要なコンテンツになるだろう。個

人投資家だけではなく機関投資家やアナ

リストにとっても、財務データに加えて

「会社説明会における経営者のパフォーマ

ンス」も大きな判断材料になるからだ。い

よいよ「財務データ」と並んで「企業の

顔」がIRの主役となる時代が到来した。

デジタルデバイド（Digital Divide）：インターネットなどが生む情報格差のこと。情報技術が利用できるかできないかによって、収入や生活に大きな格差を生じさせること。先進国と
発展途上国の問題だけでなく、国内の地域や貧富の差にも関連すると言われる。

I n v e s t o r R e l a t i o n sI n v e s t o r R e l a t i o n s

インターネット上のIR情報は「財務」が圧倒的 「レギュレーションFD」の認知度は必ずしも高くない IR活動の実施はもうあたりまえ  

実施している 83.4％ 

実施していない 6.8％ 無回答 1.3％ 

実施を検討している 8.5％ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

株主総会の公開 

IRイベント 

よくある質問への回答（FAQ） 

無回答 

その他 

説明会の内容公開 

IR部門の問い合わせ先 

株価情報 

「投資家向け」が明示された目次 

電子メールによる対応 

財務情報 

知らない 26.8％ 

無回答 0.6％ 

聞いたことがある 36.9％ 

内容をよく知って 

いる 35.7％ 

出典：日本インベスター・リレーションズ協議会 
　　 第8回「IR活動の実態調査」（2001年4月実施）より 

82.9％ 

41.5％ 

41.3％ 

34.8％ 

23.7％ 

17.0％ 

12.1％ 

10.1％ 

9.5％ 

8.3％ 

2.7％ 

する関係者が以下の点を認めている証左

でもある。それは、1国内外の機関投資

家と個人投資家に地域や時差を超えたタ

イムリーな企業情報開示、2情報弱者だ

った個人投資家にアナリストや機関投資

家水準の情報開示、3経営者と投資家

に双方向アクセス、という3点だ。

FDの施行で米国の公開会社約1万

3000社のIR事情は一変した。ウェブカ

ンファレンス業者は忙殺状態に陥り、あ

る有力業者は「今年前半ですでに約1000

社から受託し、来年半ばには3000社の見

込み」という。1回の説明会のコストは、

500～2,500ドル（6万～30万円）と電

話会議より安い。こうして「ネット説明

会」は、米国発信で20以上もの専門サ

イトが立ち上がった。グローバルスタンダ

ードになる勢いである。

日本も公平を意識した対応

米国の公平開示の経緯は、日本企業の

IR担当者にとって明日のわが身である。

FD決定1か月後の調査で、「アナリスト

優先を見直す」と答えた日本企業の割合

が約7割にのぼり、米国の新ルールを受け

入れる姿勢が明らかになった。米国のFD

は日本などの外国企業を対象外としてい

るが、それにもかかわらず「見直す」とい

うのである。米国のオンライン投資家の7

割超が投資判断の前に企業のホームペー

ジを見ている（全米IR協議会）事実に、

企業価値重視を唱える経営者はネット上
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インターネットIRで、ジャスダック

とナスダック・ジャパンが対決

株式市場を運営するナスダック・ジャ

パン株式会社と株式会社ジャスダック

（店頭）は、ウェブサイトのリニューアル

時期が重なった。ともに刷新の大きな目

的としてIRの強化を挙げ、インターネッ

トIRのサービス内容も酷似している。

ナスダックは6月11日に、「ナスダック

ワールド」としてウェブサイトを正式にリ

ニューアルした。ウェブサイトの構成は投

資家向けの「インベスターワールド」、上

場企業向けの「イシュアーワールド」、「ナ

スダックIPOワールド」（今秋に稼働予
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定）に分かれる。「インベスター」では、

総合投資情報サービスとして株価情報や

内外市況、企業情報、ポートフォリオ機

能など誰でも無料で利用できる。また、1

週間の市況などをまとめた『ナスダック週

刊メールマガジン』も6月5日から発行し

ている。

目玉となる機能は、IRサービス会社ジ

ェネラルソリューションズのASPサービ

スをOEMとして利用したものだ。このサ

ービスの仕組みは、まず上場企業がイン

ターネットを通じて「イシュアーワールド」

のサイトにログインする。そしてIR情報を

入力するわけだが、テンプレートが用意さ

れているので専門知識がなくても簡単にで

きる。それが終わるとHTML出力、掲載

が自動で行われ、同時にニュースベンダー

にも自動配信される仕組みだ。サービス

費用はナスダックが負担し企業は無料で

利用できる。

こうした取り組みについて、ナスダッ

ク・ジャパンの情報・サービス事業担当

バイスプレジデントである諸野寿雄氏は、

「ナスダックは個人の株式運用比率を上げ

ることに尽力している。そのためにIR情

報は必須だ。ウェブサイトでは他市場の

情報も提供するため、投資家はワンスト

ップで必要な情報を見ることができる」と

特色を述べ、今後は動画やモバイル対応、

外国人向け情報の掲載を計画している。

IR機能をめぐる市場間競争が勃発

またジャスダックは、トップページと現

在の株価情報検索サービスサイト「ティ

ルス」を融合させるかたちで7月2日にリ

ニューアルを予定している。全上場企業

のIRページをティルス上に用意し、規則

で定められた財務情報など制度開示以外

の社長メッセージや経営方針、ニュース

などを企業がインターネットを通じて入

力、更新できる仕組みだ。こうした仕組

みはナスダック・ジャパンと同様だが、こ

こでは大日本印刷が提供するサービスを

採用した。制度開示情報は今までどおり

「インターネット開示システム」を通じて

登録してもらう。メールマガジンの配信も

予定している。

ジャスダックのプロモーション部課長で

ある大西利明氏は「東証などに鞍替えす

る企業が多く、店頭市場の魅力をPRし

ていく必要があった。そのためには投資家

に向けて株価や財務情報を提供するだけ

ではなく、IR情報が不可欠だった」と述

べた。リニューアルと同時に市場の呼称

を「株式店頭市場」から「ジャスダック」

に変更する。今後は銘柄区分を採用して、

上場基準を厳格にした新市場の創設も計

画されている。リニューアルは、他市場と

の競争に打ち勝つという狙いもある。

ナスダックJとジャスダックがウェブサイトを刷新

証券取引市場も
個人投資家向けIRを重視
ナスダック・ジャパンと店頭市場がウェブサイトをリニューアルする最大の目的はIR情報の強化だ

という。これは、市場がIRをこれまで以上に重視していくという表明でもある。そこで、ナスダッ

ク・ジャパン、店頭、東京証券取引所のインターネットIRに対するスタンスを探ってみた。

編集部

制度開示：商法や証券取引法など法律で定められた企業情報の「法定開示」や、取引所など証券市場を運営している自主規制機関が定める規則に従って企業情報を開示する「適時開
示」がある。

株式会社ジャスダック
プロモーション部課長
大西利明氏

ナスダック・ジャパン株式会社
情報・サービス事業担当バイスプレジデント
諸野寿雄氏
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東証は機能面のリニューアルが中心

東京証券取引所は4月2日にウェブサ

イトをリニューアルしているが、特にIRを

強調してはいない。欲しい情報がどこにあ

るかわからないという不満が多かったため、

ナビゲーションの機能を大きく変えた。

東証の上場部上場会社サポート室調査

役である下村昌作氏はIRについて、「IR

は基本的に企業自身が考えること。取引

所や自主規制機関が手伝えることは説明

の場を提供することなどだろう。自分にと

って都合の悪いことも含めて包み隠さず言

うということが真の情報開示だ。IRはそ

のためのツールとしての意味合いもあり、

広義では“法律で開示を義務付けられた

書類”（制度開示）を含めてIRと呼べる

し、狭義では制度開示でカバーしきれな

い部分でもっと詳しく伝えたいというのが

IRかもしれない」と位置付けている。そ

のうえで「適時開示を求めていくという姿

勢は変わらない。それに加えてネットワー

クがさらに発達し、伝達や対話にストレ

スがかからなくなればディスクロージャー

を東証のウェブサイトを通じて自発的に行

うことも可能になるだろう」としている。

東証は、全上場企業をWANで接続する

ことも検討している。

EDINETの登場で

「12時間ルール」は無効力化

一方、6月1日から各企業は、金融庁

が運営するEDINETシステムを使って「証

券取引法に基づく有価証券報告書（決算

短信よりも詳細な営業や経理などに関す

る情報）の開示書類」をインターネット

を通じて電子的に（HTMLで）提出でき

るようになった。

企業の情報公開に関しては、いわゆる

「12時間ルール」というものがある。これ

は、企業の重要事実の公表が完了する前

に有価証券の売買をするとインサイダー取

引になり、公表の完了は重要事実が報道

機関2社以上に公開されて12時間が経過

した時点とみなされることをいう。決算な

どが報道機関に発表されてからすぐに企業

のウェブサイトに掲載されない場合が多い

のはこのためだ。インターネットを通じて

重要事実を入手することは「一次情報受

領者」と見なされ、企業内部の人間から

耳打ちされたことと同列に扱われる。

EDINETの登録では、書いてある内容

のチェックは基本的に行わず、書式のチ

ェックだけを行う。証券取引法第166条

第4項には「義務付けられた法定開示を

行うと12時間に関係なく公表が完了す

る」とある。つまり、本則上は合併や営

業譲渡の発表などに関した臨時報告書を

速やかにEDINETへ登録すれば公表は完

了したことになり、極論すれば報道機関

に公表しなくとも広く公に伝えたことにな

る。12時間ルールが無効力になるわけだ。

企業としては、12時間ルールに配慮し

ながらも積極開示を推進したい。そのた

め、報道機関に公表してすぐに自社のウ

ェブサイトに掲載する際に「この情報をも

とに売買するとインサイダー取引に該当す

る場合もあるので取り扱いには十分注意」

などと警告文を載せている企業もある。し

かし、EDINETへ登録して公表が完了す

れば、法律上その情報を即座にウェブサ

イトに掲載しても問題はなくなる。こうい

うやり方をする企業も出てくるだろう。

EDINET（Electronic Disclosure for Investors'NETwork）：証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム。紙による提出に代えて、イン
ターネットで財務（支）局に提出する。提出内容は提出日の翌日より専用ウェブサイトで見ることができる。
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ナスダック・ジャパン
www.nasdaq-japan.com

ジャスダック（画面は開発中のもの）
www.jasdaq.co.jp

東京証券取引所
上場部上場会社サポート室調査役
下村昌作氏
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IRとPRの微妙な関係

株式会社もしくは上場企業として、決

算や人事など提出が義務付けられている

「制度開示」を行ってさえいれば、情報開

示の体裁が保てると考える企業はまだ多

い。特にインターネットが一般に普及する

以前は「企業にとって悪い話は隠してお

こう」という雰囲気があり、IRに消極的

な企業がほとんどだったといっても過言で

はない。インターネットを通じてさまざま

な情報を投資家自身が収集して分析する

ようになると、いつまでもIR活動に消極

的な姿勢をとるわけにもいかず、IRに対

する取り組み姿勢自体が企業評価につな

がるケースも多くなってきたため、重要視

する企業は着実に増えている。

それでは、実際に企業はどう考えて取

り組んでいるのだろうか。広義で「広報」

という場合にはIR（Investor Reletions）

とPR（Public Relations）がある。イン

ターネット上の広告代理店で2000年9月

21日にナスダック・ジャパンに新規上場

したサイバー・コミュニケーションズ

（CCI）のIR室長である麻野憲志氏は、

「IRとPRは似て非なるもの。PRは広く

一般に向ける活動だが、IRは投資家に対

して行うためリスク情報をきちんと開示し

なければならない。良いことばかり言い続

けたあとで業績の大幅下方修正を発表し

ていては、株主から信頼されないし、投

資も見込めない」と考えている。

また、データセンターなどインターネッ

トサービスをさまざまに手がけ2000年4

月6日に東証マザーズへ新規上場したオ

投資家への情報発信とコミュニケーション

企業が考えるネットIRには
微妙な温度差も
インターネットが普及する以前は情報開示方法も限られ、IRに消極的な企業が多かった。自社

にとってマイナスとなる情報は出さないといった姿勢も見受けられたが、インターネットによって投

資家との距離が近づいた現在、企業はどのようなスタンスでIR活動を行っているのだろうか。

編集部

アニュアルレポート：年次報告書のことだが、商法に規定される書式で作成するものとは別。財務や戦略、新商品などについて、企業が自由な書式で総合的な経営内容を掲載する。図や
写真を使ってカラフルにまとめる企業が多い。

インターネット上の主なクレーム、風説の流布、誹謗中傷など

1999年7月19日
東芝がビデオデッキの修理を依頼した男性に暴言を吐い
たことに対して謝罪。男性は録音していたそのときのや
りとりをウェブサイトに公開していた。

2000年3月14日

米国で元証券会社勤務の19人が1997年から約3年間
にわたりインスタントメッセンジャーを使って内部情報
23件を他人に流す見返りに金品を受け取っていた罪で
起訴。

2000年3月30日

米国通信機器大手ルーセントの業績下方修正見通しと
いう偽ニュースリリースを3月22日にヤフーの掲示板に
掲載したデイトレーダーが逮捕。この直前直後の株価は
それほど大きく動いてはいない。

2000年4月14日

光通信が掲示板などネット上で流れている会社更生法申
請などの噂に対して緊急会見を開き完全否定。株価は
連日ストップ安が続き、同社は「風説」に当たるとして
法的措置も検討した。

2000年8月31日

光通信関連機器メーカーの米国エミュレックスの偽プレ
スリリースを電子メールで送付した疑いで23歳の大学生
が逮捕。業績の赤字修正などの内容でニュース配信会社
のウェブにも掲載され同社の株価は一時前日比62％暴
落した。会社が正式に否定すると回復した。

2001年3月31日
日本生命が社員の名誉を傷つけていると掲示板「2ちゃ
んねる」の書き込み削除の仮処分を東京地裁に申請。

2001年4月21日
住友海上火災保険が無料HPに公開された「告発住友
海上火災詐欺事件」の記事公開禁止を求めていたが、
東京地裁がこれを認めた。

企業が作成、提出、開示するもの

株式会社サイバー・コミュニケーションズ
IR室長
麻野憲志氏

例

年次報告書（貸借対照表、損益計算
書、営業報告書、利益処分案など）。
個別の財務諸表を基本に考える。

有価証券届出書。上場企業は加えて
年次有価証券報告書と半期報告書、
臨時報告書、公開買い付け届出書、
株券などの大量報告など。個別および
連結の財務諸表を基本に考える。情
報としては、会社の概況や事業の概
況、営業の状況、設備の状況など詳
細な情報を掲載。

合併、人事、業績修正、四半期の業
績概要など。

新製品の発表、新規事業など。カラ
ーイラストやグラフを用いたアニュアル
レポート（商法上の年次報告書とは
別）など。制度開示は作成書式が決
められているが、任意は定まっていな
い。よりわかりやすく作成することが
重要。

目的

債権者保護を目的として配当可能利
益の算定をどのように行うかがポイン
トになる。年次書類を定時株主総会
に提出する。

投資家保護を目的として売上高や利
益など業績算定をどのように行うかが
ポイントになる。財務省や証券取引
所、日本証券業協会などに提出、開
示する。

法定開示は定期（定時）開示のため、
これを補完する意味。株価などに影響
を与える重要事実が発生した場合に速
やかに開示する。

制度開示以外のもので、投資家により
理解してもらう目的や投資価値判断し
てもらう目的、株主を増やす目的など
がある。この開示そのものをIRと呼ぶ
向きもある。

制
度

任
意

法定開示（法律により義務付け）
商法

法定開示（法律により義務付け）
証券取引法

適時開示
（タイムリーディスクロージャー）

任意開示
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ン・ザ・エッヂの管理本部の松田俊也氏

は「投資家が当社のユーザーである場合

もあるので、IRは広い意味で全社的な営

業活動ととらえることもできる。一方で

PRは商品やサービス、ブランドなどイメ

ージ的なことに力を入れていくことだと思

う」としている。

この2社ともに、企業としての歴史が浅

いので知名度を高めるためにPR的な要素

を含んだIRも念頭に置いているが、CCI

は「認知度が低いゆえにどちらかといえば

まず制度開示を積極的にやっていく」（麻

野氏）とする一方、オン・ザ・エッヂは

「制度開示以外の情報をどれだけタイムリ

ーにわかりやすく公開するかに注力してい

る」（松田氏）とスタンスが違う。また、

社内の組織として決定的に違うのは、CCI

ではIR担当者と経理部門に情報障壁を設

けて独立させているが、オン・ザ・エッヂ

では総務、人事、財務、IR、広報を管理

本部に統合していることだ。

さらに、両者とも四半期ごとに決算発

表会を行っている。オン・ザ・エッヂは株

主総会も含めて説明会のストリーミング

配信を実施し、IRメールマガジンも発行

している。しかし、CCIは「説明会の中

継は検討しているが（上場時に主幹事を

通じて行ったことはある）、視聴者がどれ

だけいて効果がどれほどなのかわからない

し、通信インフラなどを考えるとまだ早い

のではないか。メールマガジンについては

っている企業が多い。前出のCCIでは

「掲示板は毎日自分ですべてチェックして

いる。書き込み件数は株式の売買高に比

例するようだ。好悪いろいろ表現されてい

るが、当社が世間からこういった見方を

されているのかと参考になることも多い。

これまでネット上の表現によって企業活動

に実害が生じたことはないが、実害を被

り、世間一般に見て明らかに法律に触れ

るものであれば何らかの行動をとることが

あるかもしれない。しかし、過剰に反応す

るとかえって刺激を与えて相手の思うつぼ

になることは重々承知している」（麻野

氏）と冷静だ。オン・ザ・エッヂも、そ

ういった情報や表現を会社でチェックして

おり、「これまで実際に行動を起こしたこ

とはないが、故意に信用を失墜させよう

としていることが明らかな場合は、社内ガ

イドラインに沿って対応を検討するかもし

れない」（松田氏）という。

また、ソフトバンクでは「インターネッ

トによる個人間のコミュニケーションは、

個人が投資判断するうえで有用なことだ。

風説の流布や誹謗中傷などの問題がクロ

ーズアップされているが、インターネット

によるコミュニケーションはまだ5年程度

で、発展段階にあるだろう。今後利用者

が成熟していくにつれてこういった問題は

減少していくと見ており、事業活動に支

障を来たす特別な場合を除いて静観して

いく方針」（若名氏）としている。

株主総会：会社に関わる重要な事項を株主が決議するために1年に1度開催される。決議事項としては会社の利益の配分方法や役員の選任、会社の定款の変更、大規模な営業譲渡など
がある。日本の場合は6月に実施されることが多い。
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特定の人にしか配信されない（読んでも

らえない）面もあるので慎重に対応する」

（麻野氏）としている。しかしCCIも株主

からのメールによる問い合わせには24時

間以内で答えるなど、IRの本質的な活動

部分で手を抜いているわけではない。

インターネット利用の

メリットとデメリット

インターネットを早くからIRに活用し

た企業の1つに東証1部上場のソフトバン

クがある。ウェブ上では日本語と英語に

よる財務情報や株価情報、プレスリリー

スの開示を行い、事業戦略説明会の電

話、インターネットを通じた中継も実施

している。「IRメールマガジン」を発行し

ている企業は多いが、同社ではよりはっき

りしたかたちで「株主向けメールマガジン」

の発行を決めた。初回の配信は株主総会

の翌日6月22日で、その後は毎月1回同

グループ情報を配信する。安定した長期

株主の育成を目指して、毎号に孫正義社

長のメッセージが掲載される。

インターネットを活用したIRについて、

ソフトバンクのIR室室長である若名成一

氏は「タイムリーな情報開示を低コスト

で多くの人に向けて実施できるメリットが

ある。IR担当者は投資家とのコミュニケ

ーションだけでなく、寄せられた意見や提

言などを経営陣にフィードバックさせる役

割もあり、その効率化にも寄与しよう。

デメリットとしては、インターネットを利

用していない株主や投資家との情報の格

差が生じること。これについては電話によ

る説明会の中継を実施するなど、解決策

を摸索しているところだ」と語る。

ネット上の悪評は静観の構え

一方、掲示板や個人のウェブサイトを

中心に行われる個別企業への誹謗中傷な

どの攻撃やインターネット上の悪評、中

傷などに対しては、静観するスタンスを採

ソフトバンク株式会社
IR室室長
若名成一氏

株式会社オン・ザ・エッヂ
管理本部
松田俊也氏
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せることもできる」（Jストリームの取締役

営業部長である石松俊雄氏）というメリ

ットがある。そして「IRに対する企業ご

との温度差は大きく、潜在需要としてま

だ眠っている企業が多い。今後は配信す

る内容が一段と重視されるだろう」（石松

氏）と見ている。なお、同社はこのサー

ビスを他のIRサービス会社に対しても

OEMで多数供給している。

www.stream.co.jp

風評や誹謗中傷などを

見付けだすサービスが人気

一方で企業は、インターネット上に流

れる誤情報や風評により、企業価値が下

がるというリスクにさらされている。そう

した情報を把握して危機管理するという

企業も登場した。その1社がデジタルアー

ツで、インターネット情報収集代行サー

ビス「NET iScope」 を昨年7月

から展開している。同社ではアダルトサイ

トなど、インターネット上の有害情報を見

られなくするソフトウェア「i-フィルター」

を小中学校向けに販売している。ここで

培ったノウハウをベースに、「見せたくな

い情報を収集してくる」という逆転の発

想で生まれたのがこのサービスだ。デジタ

ルアーツのネットモニタリング事業部の渡

邊大隆氏は、「ネット上の告発などは弁護

士や警察OBなどに相談して解決する動

きも多かったようだが、取り締まるよりは

そういう情報とのつきあい方を考えていく

Jump02

Jump01
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IRに特化した

ストリーミング配信

企業がIRの重要性を認識し、その活動

を本格化させるなかで、IRの周辺ビジネ

スも台頭してきている。

ストリーミング配信に特化したインフラ

を提供しているJストリームでは、企業説

明会をライブもしくはオンデマンドでイン

ターネットを通じて配信する「イープレゼ

ンター IRパッケージ」 を2000年

1月から提供している。これを使えば、企

業はビデオとパワーポイントを用意するだ

けでJストリームがインターネットに配信

してくれる。投資家は、動画や音声、自

動スライドショーを用いた説明をブラウザ

ーで見ることができる。

ストリーミングを使うと「会場まで遠く

て足を運べなかったり、当日時間がなか

ったりという投資家も間接的に参加する

ことが可能になり、企業側でも経営トッ

プの表情を伝えられることで説得力を持た

Jump01

ことが重要ではないか」としている。

サービスを申し込むと同社の担当者が

訪問し、専用ビューアーのインストールや

「社名」「商品名」「役員名」といった検

索したいキーワードの設定を行う。24時

間このキーワードでウェブサイトを検索、

巡回して1日に一度リストアップする。リ

ストにはヒットしたウェブのURLとMETA

タグの中身が表示され、専用のビューア

ーで見ることができる。著作権の問題が

はっきりしないためヒットしたウェブサイ

トの中身をそのままリストアップすること

はしない。また、メールマガジンなどのウ

ェブサイト以外の情報コンテンツは、莫大

な量の不必要な情報までヒットしてしまう

可能性が高いため検索しない。

一方、同社は1月に企業危機管理コン

サルタントの株式会社リスク・ヘッジと協

力し、情報収集した後の対策について助

言するサービスも提供している。

このサービスに競合するのが、ガーラが

開発してトランス・コスモスが販売代理を

務めるインターネット情報モニタリングサ

ービス「e-mining」 だ。これはブ

ラウザーを利用するキーワード検索サービ

スで、メールマガジンやアンダーグラウン

ドのウェブサイトまで検索対象としている。

結果は、ウェブサイトでもメールでも見る

ことができる。かなり複雑で思ったとおり

の検索や絞り込みが行える半面、入力す

Jump03

リリース配信代行サービスなど続々登場

インターネットを使った
IR周辺ビジネスが隆盛
企業のIRを支援するサービスが増えてきた。このサービスを利用すれば、ノウハウを持たない企

業でも、インターネットをIRに活用することが可能になった。こうした環境のなか、これからのイン

ターネットIRに求められるものは「企業の将来情報」だといえる。 編集部

METAタグ：HTML文書のヘッダ情報に付与するタグのことで、記述した内容はブラウザーには表示されない。記述する内容は作者の名前や作成日、ページの説明などさまざまだ。ロボ
ット型の検索エンジンはここで記述されている内容を自動的に登録するが、記述によっては登録を拒否することも可能。

デジタルアーツ「NET iScope」の専用ビューアー
で表示（デモのため内容は架空のもの）

株式会社Jストリーム
取締役営業部長
石松俊雄氏
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る言葉を工夫しなければならない面もあ

る。「企業のリスク管理のほか、新商品の

マーケティングなどで使う企業も少なくな

い」（トランス・コスモスのCBS事業本部

企画担当チーフプロデューサーである上島

千鶴氏）と多目的に活用されている。

www.daj.co.jp

www.em.gala-net.co.jp

広報活動を

支援するサービス

このほか、IRに特化せずに広報や総務

といった活動を支援するビジネスも出てき

た。電子メールによる企業のニュースリリ

ース作成、配信代行を当初のコアビジネ

スとするNews2uでは、7月1日からサー

ビスを開始する予定だ 。同社代表

の神原弥奈子氏は「義務付けられた情報

開示が圧倒的で、消極的なIRが多い。ま

ずは啓蒙活動から始めたい」と意気込み

を語る。企業は初期登録費の3万円と月

額サービス利用料の1万2,000円を支払

うと、専用のウェブサイトが提供されるほ

か、リリースの配信を代行してもらえる。

リリースを発信できる企業を帝国データバ

ンクに登録されている企業に限定すること

で、不審なリリースが流れることを避け

る。今後は地方企業にも焦点をあて、メ

ディアとの関係構築やJストリームを利用

Jump04

Jump03

Jump02

した動画配信なども考えている。

プレスリリースのメール配信というとプ

レスネットワークが有名だ 。オン

ライン記者クラブという発想からメールマ

ガジン配信システム「まぐまぐ」を作った

深見英一郎氏が1998年5月に開始した。

受信者、送信者ともに無料で利用できる。

深見氏は現在インターネットサービスを通

じて起業家を支援する「バーチャルクラス

ター」の代表取締役を務めており、プレ

スネットワークの運営も同社が行ってい

る。配信システムは、スパムメールなどを

排除しで大量配信ができるという理由で

「FreeML」 へ今年2月末に移行

した。現在ではIR情報の配信に利用する

企業も多い。1日平均30～40通配信さ

れている個別企業のリリースだけではなく、

その日重要と思われるニュースをピックア

ップして集めた「プレスネット×サマリー」

も配信しており、サマリーだけはHTMLメ

ールなど受信者の好みに合わせて形式を

選択することができる。

運営にあたるバーチャルクラスターの研

究員である杉本恭子氏は「ネット関連企

業以外にも使われるようになった。現在

のサマリーをさらにメディアとして発展さ

せ、料金を徴収することも考えられるだろ

う」とビジネス化の可能性を示唆した。

www..news2u.co.jp

www.pressnet.tv

www..freeml.comJump06

Jump05

Jump04

Jump06

Jump05

インターネットIRに求められるもの

は将来に関する情報の提供

インターネットを使ったIRを見てきた

が、考え方やスタンスは立場によって違

う。しかし、投資家に情報を提供すると

きの「重要事項は企業の都合に関係なく、

わかりやすく正確な情報を公平で迅速に

開示する」という大原則はこれまでと変

わらない。この原則を常に頭に置いてIR

を行うことが、まずは何よりも重要だ。そ

して投資家と直接的にコミュニケーション

をとるには、インターネットを活用するこ

とが有効な手段だ。その際に、決算など

開示が定められている情報は当然として、

そうした過去の情報よりも企業の戦略な

ど将来を描く材料をどれだけ提供できる

かがIRの本質である。投資家は「投資し

ている企業が今後成長していくのか」と

いうことに、もっとも関心を持っているか

らだ。それをわかりやすくアピールするた

めに、動画やスライドを使った説明をイン

ターネットで流す方法がある。つまりイン

ターネットIRとは、大原則を念頭に置い

たうえで「企業の将来に関する情報を伝

える有効な手段としてインターネットを活

用する」ことだ。こうした活動を企業が

積極的に行うことで、投資家は企業価値

に対して正当な評価を下すことができる。

HTMLメール：メッセージ部分がHTML形式で記述された電子メールのこと。フォントサイズや文字色などを設定したり、画像を貼り付けたりできる。ただし、HTML形式のメールに対
応したメールソフトでないと正しく見ることができない。

I n v e s t o r R e l a t i o n sI n v e s t o r R e l a t i o n s

ガーラ「e-mining」キーワード入力画面

株式会社バーチャルクラスター
研究員
杉本恭子氏

株式会社ニューズ・ツー・ユー
代表取締役
神原弥奈子氏
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